
 現在、学校では１人１台端末（Chromebook）を活用し、各教科及び子どもた

ちが様々な理由により欠席した際のオンライン学習、そして、週末の自宅での学習

や運動会の動画配信など、様々な場面で子どもたちの学び、成長の充実を図ってい

ます。 

 このChromebookは、小樽市教育委員会が市内の児童生徒に対して「学校内で

の学習のため」そして、「自宅に貸し出す際も学習活動に使用すること」を目的と

して貸与されており、「自分や他人の個人情報をインターネット上にあげない」や

「相手を傷つけたり、嫌な思いをさせたりすることを書き込まない」などのルール

を設定した上で貸与しています。また、子どもたちが安心・安全に使用できるよう

にするために、そして、様々なトラブルに巻き込まれないために、先生方が管理で

きるチャット機能以外のSNS（ソーシャルネットワークサービス）機能等について

は、インストールできないようにしており、加えて子どもたちの使用履歴や活用状

況については、小樽市教育委員会で把握され、不適切な使用や検索等がある場合に

は、学校へ連絡がくるようなシステムを構築し、小樽市教育委員会として『覚悟と

責任』をもって貸与しているため、これまで、本校及び市内小中学校においては、

Chromebook使用に関わるSNSのトラブルが発生したという事例は聞いておりま

せん。 

 では、各家庭において、スマートフォンや通信機能付ゲーム機などをお子さんに

与える際、『与える親の覚悟と責任』として、どのような家庭内のルール、約束、

フィルタリングの設定等をしているでしょうか。子どもがスマートフォンや通信機

能付ゲーム機を持つことは、少なからず様々なトラブル、犯罪、ネットいじめ等の

被害者、時には加害者となることがあることを意味します。「通信ゲームで知り合

い意気投合した小学生。実は、悪意をもった大人であり、様々な画像を送信させら

れた」「グループライン等で、軽はずみで書き込んだ“死ね”、“きもい”などの言

葉がその後取り返しのつかない大きなトラブルに発展した」など、大切なお子さん

の将来に多大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

 我々教職員は、子どもたちが様々なトラブル、犯罪、ネットいじめ等に巻き込ま

れないようにするために、「情報モラル教育」の実施や日頃からSNS等に関わる指

導をしています。そして、もしトラブル等に巻き込まれた際には、子どものために

全力で対応します。しかし、SNS等の問題で最も重要なことは、「未然防止」「早期

発見・早期対応」です。そのためには、スマートフォンや通信機能付ゲーム機を与

える保護者が、子どもに与えっぱなしにせず、契約者は保護者であることの『覚悟

と責任』をもち、与える前のフィルタリング設定や家庭内のルールづくりをするこ

とに加え、定期的に使用状況を確認するとともに、特に「文章や画像の送信内容」

や「お子さんの様子の変化等」をよく観察していただき、何か気になることがあっ

たら、すぐにお子さんに声をかけて確認してください。このことが、大切なお子さ

んを様々なトラブル、犯罪、ネットいじめ等から守る一番の方法ですから。 

 

 明日から夏休みが始まります。家庭と学校、そして地域の大人が連携し、高島の

未来を担う大切な子どもたちを『覚悟と責任をもって』見守っていきましょう！ 
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２．退職教員等外部人材活用事業によるきめ細かな学習・生徒指導 

 本校では、学力向上やいじめ対策等の生徒指導の一層の充実を図るために、退

職教員等外部人材活用事業として、１～３年生の算数の授業において、担任に加

え週４時間、TTや習熟度別少人数指導などで続先生が指導にあたっています。 
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 ５ ＰＴＡ活動

 

   

     

 昨年度に引き続き、夏休み期間中にChromebookを

持ち帰ります。昨年度はタイピングの練習やNHK for 

schoolの視聴など、「基本的操作に慣れる」ことを目的

にしておりましたが、今年度はそれらに加えて、課題へ

の取組も目的の一つとなります。詳細は、別紙プリント

をご覧下さい。 

 Chromebookは児童アカウントにひもづけられてお

り、すべての操作内容は学校側で把握できる仕組みに

なっております。この端末を利用しての不適切な使用が

ないようにご配慮ください。何か不明な点がありましたら、学校までお問い合せく

ださい。 

 【用語解説】  「いじめ」とは・・・「いじめ防止対策推進法 」より 

  児童等に対して、当該児童等が在席する学校に在席している等当該児童等と一定の人

的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネット

を通じて行われるものを含む。） であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛

と感じているものをいう。                        

                                       

 いじめられた側が、心的・肉体的に少しでも嫌な思いを感じた場合、すべ

て「いじめ」として認知します。                               
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 ３.夏休みChromebook持ち帰りについて 

小樽市小中学校の学校閉庁日について 
 ８月１1日（木）～１6日（火）の6日間 
学校閉庁日は、日中であっても基本的に無人となります。 
   

   ※ 学校閉庁日（平日）の問い合わせ・連絡先 
  小樽市教育委員会 教育部 教育総務課 職員係へ 

  tel.３２－４１１１ 内線５２３[８：５０～１７：２０] 

 

     

 ５月の下旬に全児童に対して「いじめアンケート」を実施いたしました。これ

は、重篤ないじめにつながる前の、小さなトラブルから積極的にいじめを認知し、

詳細な聞き取りをした上で、解決に導くためのものです。今回のアンケートでは、

全校で２１名の児童が、嫌な思いをしたことがあると答え、そのすべてについて、

担任が詳細に聞き取りをした上で、該当児童同士話し合

いを行うなど、解決に導いております。これからも「い

じめは全体に許されない」ことを全児童に繰り返し指導

し、全職員で早期発見・早期解決に向けて取り組んで行

きます。保護者の皆様には、お子様のことで、心配な事

案がありましたら、小さなことでも、直ぐに担任まで連

絡をいただきますようお願いいたします。 

     

 【小樽市漁業協同組合からのお願いです】 

  

 夏休みには、多くの児童生徒が海水浴や海釣りなどマリンレジャー

を楽しまれることと思いますが、近年、沿岸漁業資源

は、磯焼けによる漁場の荒廃のため、生産量が減少傾

向にあり、当組合でも国、道、市の助成を受け、多額の資金をか

けて水産資源の増殖事業を実施しているところです。 

 そこで、海水浴の際に、海藻貝類、うに、なまこ、たこ等の水

産資源を採ることのないようにお願いいたします。 


